
政
令
第
六
十
二
号

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
令
の
一
部
を
改
正
す
る

政
令

内
閣
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四

十
五
号
）
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
九

十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
一
条
第
一
項
第
一
号
イ
中
「
十
五
万
二
千
三
百
円
」
を
「
十
五
万
九
千
九
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
十
一
万
四

千
七
百
円
」
を
「
十
二
万
四
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ
中
「
十
万
二
百
円
」
を
「
十
万
五
千
二
百
円
」
に
改
め
、
同
号

ロ
中
「
五
万
六
千
九
百
円
」
を
「
五
万
九
千
七
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
イ
中
「
十
万
二
百
円
」
を
「
十
万
五
千
二
百
円

」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
五
万
六
千
九
百
円
」
を
「
五
万
九
千
七
百
円
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
の
規
定
に
よ
り
行
う
法

第
十
三
条
第
五
項
（
同
条
第
七
項
」
を
「
第
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
十
三
条
第
五
項
（
法
第
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
三
条
第
七
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号



イ
中
「
十
三
万
七
千
百
円
」
を
「
十
四
万
三
千
九
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
五
万
九
千
七
百
円
」
を
「
六
万
二
千
六
百
円

」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ
中
「
六
万
六
千
四
百
円
」
を
「
六
万
九
千
七
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
四
万
九
百
円
」
を
「

四
万
二
千
九
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
イ
中
「
六
万
六
千
四
百
円
」
を
「
六
万
九
千
七
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
四

万
九
百
円
」
を
「
四
万
二
千
九
百
円
」
に
改
め
る
。

第
三
十
二
条
第
一
項
第
一
号
イ

中
「
二
千
三
百
七
十
八
万
八
千
百
円
」
を
「
二
千
八
百
五
十
四
万
五
千
七
百
円
」
に
改
め

（１）

、
同
号
イ

中
「
千
九
百
九
十
三
万
四
千
百
円
」
を
「
二
千
三
百
九
十
二
万
千
円
」
に
改
め
、
同
号
イ

中
「
二
百
四
十
六
万

（２）

（３）

四
千
円
」
を
「
二
百
九
十
五
万
六
千
八
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ

中
「
二
百
六
万
千
五
百
円
」
を
「
二
百
四
十
七
万
三
千
八

（４）

百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ

中
「
千
百
三
十
五
万
三
千
百
円
」
を
「
千
三
百
六
十
二
万
三
千
七
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ

中

（５）

（６）

「
九
百
三
十
四
万
五
千
七
百
円
」
を
「
千
百
二
十
一
万
四
千
八
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ

中
「
百
十
七
万
四
千
三
百
円
」
を

（７）

「
百
四
十
万
九
千
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ

中
「
百
万
四
千
百
円
」
を
「
百
二
十
万
四
千
九
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ

中

（８）

（９）

「
六
十
一
万
八
千
二
百
円
」
を
「
六
十
四
万
九
千
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ

中
「
百
二
十
九
万
千
六
百
円
」
を
「
百
三
十
五

（10）

万
六
千
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ

中
「
十
一
万
三
百
円
」
を
「
十
一
万
五
千
八
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ

中
「
四
百
九
十

（11）

（12）

八
万
七
千
九
百
円
」
を
「
五
百
二
十
三
万
七
千
二
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ

中
「
三
十
九
万
二
千
二
百
円
」
を
「
四
十
一
万

（13）



千
八
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ

中
「
九
万
五
千
五
百
円
」
を
「
十
万
二
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ

中
「
二
百
九
十
八
万
千

（14）

（１）

百
円
」
を
「
三
百
十
三
万
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ

中
「
二
十
四
万
六
千
六
百
円
」
を
「
二
十
五
万
八
千
九
百
円
」
に
改
め

（２）

、
同
号
ロ

中
「
四
百
九
十
八
万
七
千
九
百
円
」
を
「
五
百
二
十
三
万
七
千
二
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ

中
「
三
十
九
万
二

（３）

（４）

千
二
百
円
」
を
「
四
十
一
万
千
八
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ

中
「
九
万
五
千
五
百
円
」
を
「
十
万
二
百
円
」
に
改
め
、
同
号

（５）

ロ

及
び
同
号
ハ
中
「
六
万
三
千
五
百
円
」
を
「
六
万
六
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
三
万
五
千
六
百
円
」
を
「
三
万

（６）
七
千
三
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ
中
「

ま
で
」
を
「

ま
で
」
に
改
め
、
同
号
イ

中
「
、

、

、

又
は

」

（11）

（13）

（１）

（７）

（13）

（17）

（20）

を
「
又
は

」
に
、
「
千
十
九
万
五
百
円
」
を
「
千
二
百
二
十
二
万
八
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ

中
「
、

、

、

（７）

（２）

（８）

（14）

（18）

又
は

」
を
「
又
は

」
に
、
「
百
五
万
七
千
四
百
円
」
を
「
百
二
十
六
万
八
千
八
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ

中
「
二
十
万

（21）

（８）

（３）

五
千
百
円
」
を
「
二
十
四
万
六
千
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ

中
「
八
百
四
十
三
万
四
千
三
百
円
」
を
「
千
十
二
万
千
百
円
」

（４）

に
改
め
、
同
号
イ

中
「
八
十
七
万
五
千
六
百
円
」
を
「
百
五
万
七
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ

中
「
十
三
万
二
千
七
百
円
」

（５）

（６）

を
「
十
五
万
九
千
二
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ

中
「
四
万
八
千
四
百
円
」
を
「
五
万
八
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ

を
同
号

（11）

（11）

イ

と
し
、
同
号
イ

中
「
三
万
五
千
六
百
円
」
を
「
三
万
七
千
三
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ

を
同
号
イ

と
し
、
同
号
イ

（13）

（10）

（10）

（12）

中
「
五
万
六
千
四
百
円
」
を
「
五
万
九
千
二
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ

を
同
号
イ

と
し
、
同
号
イ

中
「
三
十
万
七
千

（９）

（９）

（11）

（８）



七
百
円
」
を
「
三
十
二
万
三
千
円
」
に
改
め
、
同
号
イ

を
同
号
イ

と
し
、
同
号
イ

中
「
五
万
三
千
四
百
円
」
を
「
五
万

（８）

（10）

（７）

六
千
円
」
に
改
め
、
同
号
イ

を
同
号
イ

と
し
、
同
号
イ

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（７）

（９）

（６）

第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ

、

又
は

に
掲
げ
る
医
薬
品

千
七
十
万
円

（７）

（13）

（17）

（20）

第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ

、

又
は

に
掲
げ
る
医
薬
品

百
十
一
万
二
百
円

（８）

（14）

（18）

（21）

第
三
十
二
条
第
一
項
第
二
号
ロ

中
「
三
万
五
千
六
百
円
」
を
「
三
万
七
千
三
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ

中
「
四
万
八
千

（１）

（２）

四
百
円
」
を
「
五
万
八
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
三
万
五
千
六
百
円
」
を
「
三
万
七
千
三
百
円
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

第
一
号
イ
中
「
六
百
七
十
四
万
七
千
円
」
を
「
八
百
九
万
六
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
三
百
三
十
七
万
九
千
九
百
円

」
を
「
四
百
五
万
六
千
円
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
百
六
十
八
万
六
千
六
百
円
」
を
「
二
百
二
万
三
千
九
百
円
」
に
改
め
、
同

号
ニ
中
「
八
十
四
万
千
五
百
円
」
を
「
百
万
九
千
八
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ホ
中
「
二
百
五
十
三
万
三
千
六
百
円
」
を
「
三
百

四
万
三
百
円
」
に
改
め
、
同
号
へ
中
「
百
二
十
六
万
七
千
七
百
円
」
を
「
百
五
十
二
万
千
二
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ト
中
「
六

十
三
万
三
千
六
百
円
」
を
「
七
十
六
万
三
百
円
」
に
改
め
、
同
号
チ
中
「
三
十
一
万
九
千
円
」
を
「
三
十
八
万
二
千
八
百
円
」

に
改
め
、
同
号
リ
中
「
三
十
三
万
二
百
円
」
を
「
三
十
四
万
六
千
七
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
ト
ま
で
」
を
「
リ
ま

で
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
、

又
は

」
を
「
又
は

」
に
、
「
二
百
五
十
三
万
三
千
六
百
円
」
を
「
三
百
四
万
三
百
円
」

（７）

（13）

（７）



に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
、

又
は

」
を
「
又
は

」
に
、
「
六
十
三
万
三
千
六
百
円
」
を
「
七
十
六
万
三
百
円
」
に
改
め
、

（８）

（14）

（８）

同
号
ハ
中
「
十
二
万
四
千
二
百
円
」
を
「
十
四
万
九
千
円
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
百
二
十
六
万
七
千
七
百
円
」
を
「
百
五
十

二
万
千
二
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ホ
中
「
三
十
一
万
九
千
円
」
を
「
三
十
八
万
二
千
八
百
円
」
に
改
め
、
同
号
へ
中
「
十
一
万

二
千
九
百
円
」
を
「
十
三
万
五
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ト
中
「
十
八
万
六
千
二
百
円
」
を
「
十
九
万
五
千
五
百
円
」
に
改

め
、
同
号
ト
を
同
号
リ
と
し
、
同
号
へ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ト

第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ

に
掲
げ
る
医
薬
品

二
百
六
十
六
万
二
百
円

（13）

チ

第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ

に
掲
げ
る
医
薬
品

六
十
六
万
五
千
二
百
円

（14）

第
三
十
二
条
第
四
項
第
一
号
イ
中
「
二
百
十
二
万
千
四
百
円
」
を
「
二
百
五
十
四
万
五
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「

二
百
三
十
四
万
七
千
九
百
円
」
を
「
二
百
八
十
一
万
七
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ

中
「
二
百
八
十
万
千
円
」
を

（１）

「
三
百
三
十
六
万
千
二
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ

中
「
三
百
九
万
八
千
円
」
を
「
三
百
七
十
一
万
七
千
六
百
円
」
に
改
め
、

（２）

同
号
イ

中
「
七
十
四
万
千
四
百
円
」
を
「
八
十
八
万
九
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ

中
「
七
十
七
万
三
千
三
百
円
」
を

（３）

（４）

「
九
十
二
万
七
千
九
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ

中
「
六
十
六
万
三
千
六
百
円
」
を
「
六
十
九
万
六
千
七
百
円
」
に
改
め
、
同

（５）

号
イ

中
「
九
十
七
万
七
千
四
百
円
」
を
「
百
二
万
六
千
二
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ

中
「
二
百
八
十
万
千
円
」
を
「
三
百

（６）

（１）



三
十
六
万
千
二
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ

中
「
三
百
九
万
八
千
円
」
を
「
三
百
七
十
一
万
七
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ

（２）

中
「
七
十
四
万
千
四
百
円
」
を
「
八
十
八
万
九
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ

中
「
七
十
七
万
三
千
三
百
円
」
を
「
九
十

（３）

（４）

二
万
七
千
九
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ

中
「
六
十
六
万
三
千
六
百
円
」
を
「
六
十
九
万
六
千
七
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ

（５）

（６）

中
「
九
十
七
万
七
千
四
百
円
」
を
「
百
二
万
六
千
二
百
円
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
第
一
号
イ

中
「
六
十
八
万
五
千
百
円
」

（１）

を
「
七
十
八
万
七
千
八
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ

中
「
八
十
六
万
八
千
六
百
円
」
を
「
九
十
九
万
八
千
八
百
円
」
に
改
め
、

（２）

同
号
ロ

中
「
七
十
六
万
九
百
円
」
を
「
八
十
七
万
五
千
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ

中
「
九
十
六
万
二
百
円
」
を
「
百
十
万
四

（１）

（２）

千
二
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ハ

中
「
五
十
二
万
二
千
六
百
円
」
を
「
五
十
四
万
八
千
七
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ハ

中
「
六

（１）

（２）

十
五
万
八
千
三
百
円
」
を
「
六
十
九
万
千
二
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ニ

中
「
三
十
七
万
九
千
五
百
円
」
を
「
三
十
九
万
八
千

（１）

四
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ニ

中
「
四
十
七
万
八
千
円
」
を
「
五
十
万
千
九
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ
中
「
六
万
五
千

（２）

六
百
円
」
を
「
七
万
五
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
八
万
七
千
二
百
円
」
を
「
十
万
二
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号

イ

中
「
四
十
四
万
八
千
五
百
円
」
を
「
七
十
八
万
七
千
八
百
円
」
に
、
「
三
万
千
四
百
円
」
を
「
三
万
六
千
百
円
」
に
改
め

（１）
、
同
号
イ

中
「
五
十
七
万
百
円
」
を
「
九
十
九
万
八
千
八
百
円
」
に
、
「
三
万
千
四
百
円
」
を
「
三
万
六
千
百
円
」
に
改
め

（２）

、
同
号
ロ

中
「
三
十
九
万
九
百
円
」
を
「
五
十
四
万
八
千
五
百
円
」
に
、
「
一
万
二
千
八
百
円
」
を
「
一
万
四
千
七
百
円
」

（１）



に
改
め
、
同
号
ロ

中
「
四
十
九
万
三
千
八
百
円
」
を
「
六
十
九
万
千
二
百
円
」
に
、
「
一
万
二
千
八
百
円
」
を
「
一
万
四
千

（２）

七
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ハ

中
「
三
十
四
万
六
千
百
円
」
を
「
三
十
九
万
八
千
四
百
円
」
に
、
「
九
千
九
百
円
」
を
「
一
万

（１）

千
三
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ハ

中
「
四
十
二
万
千
百
円
」
を
「
五
十
万
千
九
百
円
」
に
、
「
九
千
九
百
円
」
を
「
一
万
千
三

（２）

百
円
」
に
改
め
、
同
号
ニ

中
「
二
十
六
万
五
千
九
百
円
」
を
「
三
十
万
五
千
七
百
円
」
に
、
「
六
千
九
百
円
」
を
「
八
千
円

（１）

」
に
改
め
、
同
号
ニ

中
「
三
十
四
万
七
千
八
百
円
」
を
「
三
十
九
万
九
千
九
百
円
」
に
、
「
六
千
九
百
円
」
を
「
八
千
円
」

（２）

に
改
め
、
同
条
第
六
項
第
一
号
イ
中
「
六
万
五
千
六
百
円
」
を
「
七
万
五
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
八
万
七
千
二
百

円
」
を
「
十
万
二
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ
中
「
二
十
六
万
五
千
九
百
円
」
を
「
三
十
万
五
千
七
百
円
」
に
、
「
六
千

九
百
円
」
を
「
八
千
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
三
十
四
万
七
千
八
百
円
」
を
「
三
十
九
万
九
千
九
百
円
」
に
、
「
六
千
九
百

円
」
を
「
八
千
円
」
に
改
め
、
同
条
第
九
項
第
一
号
中
「
八
十
万
六
千
六
百
円
」
を
「
九
十
六
万
七
千
八
百
円
」
に
改
め
、
同

項
第
二
号
中
「
二
十
七
万
千
五
百
円
」
を
「
三
十
二
万
五
千
八
百
円
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項
第
一
号
イ
中
「
二
百
七
十
五
万

百
円
」
を
「
三
百
三
十
万
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
九
十
一
万
七
千
六
百
円
」
を
「
百
十
万
千
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第

二
号
イ

中
「
二
百
十
二
万
千
四
百
円
」
を
「
二
百
五
十
四
万
五
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ

中
「
二
百
三
十
四
万
七
千

（１）

（２）

九
百
円
」
を
「
二
百
八
十
一
万
七
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ

中
「
二
百
二
十
五
万
六
千
円
」
を
「
二
百
七
十
万
七
千
二

（１）



百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ

中
「
二
百
四
十
七
万
八
千
五
百
円
」
を
「
二
百
九
十
七
万
四
千
二
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ

中

（２）

（３）

「
七
十
七
万
四
千
百
円
」
を
「
九
十
二
万
八
千
九
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ

中
「
七
十
九
万
四
千
四
百
円
」
を
「
九
十
五
万

（４）

三
千
二
百
円
」
に
改
め
る
。

第
三
十
三
条
第
一
項
第
一
号
イ

中
「
千
八
十
八
万
千
七
百
円
」
を
「
千
二
百
七
十
三
万
千
五
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ

（１）

（２）

中
「
六
百
二
十
一
万
三
千
円
」
を
「
七
百
二
十
六
万
九
千
二
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ

中
「
七
百
七
十
六
万
六
千
二
百
円
」

（３）

を
「
九
百
八
万
六
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ

中
「
三
百
七
十
二
万
千
二
百
円
」
を
「
四
百
三
十
五
万
三
千
八
百
円
」
に

（４）

改
め
、
同
号
イ

中
「
四
十
二
万
九
千
二
百
円
」
を
「
四
十
六
万
七
千
八
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ

中
「
三
十
四
万
四
千
百

（５）

（６）

円
」
を
「
三
十
七
万
五
千
円
」
に
改
め
、
同
号
イ

中
「
二
百
三
十
五
万
五
千
四
百
円
」
を
「
二
百
五
十
六
万
七
千
四
百
円
」

（７）

に
改
め
、
同
号
イ

中
「
百
七
十
六
万
七
千
七
百
円
」
を
「
百
九
十
二
万
六
千
七
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ

中
「
百
四
十
万

（８）

（９）

九
千
九
百
円
」
を
「
百
五
十
三
万
六
千
七
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「

ま
で
」
を
「

ま
で
」
に
改
め
、
同
号
ロ

中
「

（４）

（６）

（１）

六
万
三
百
円
」
を
「
六
万
三
千
三
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ

中
「
、

」
を
削
り
、
「
体
外
診
断
用
医
薬
品
」
の
下
に
「
（

（２）

（３）

特
定
の
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
と
と
も
に
使
用
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
申
請
書
に
当
該
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
を
添
付



す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
二
百
十
四
万
七
千
五
百
円
」
を
「
二
百
五
十
三
万
四
千
円
」
に
改

め
、
同
号
ロ

中
「
九
十
九
万
六
千
九
百
円
」
を
「
百
九
万
六
千
五
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ

を
同
号
ロ

と
し
、
同
号
ロ

（４）

（４）

（６）

中
「
三
十
六
万
二
千
円
」
を
「
三
十
八
万
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ

を
同
号
ロ

と
し
、
同
号
ロ

の
次
に
次
の
よ
う
に

（３）

（３）

（５）

（２）

加
え
る
。

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ

又
は

に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
（
特
定
の
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品

（３）

（２）

（５）

と
と
も
に
使
用
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の

申
請
書
に
当
該
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
を
添
付
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

四
百
二
十
九
万
五
千
円

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ

に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品

二
百
三
十
六
万
二
千
二
百
円

（４）

（３）

第
三
十
三
条
第
一
項
第
一
号
ハ
中
「
三
万
五
千
六
百
円
」
を
「
三
万
七
千
三
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ

中
「
五
百

（１）

四
十
四
万
六
千
六
百
円
」
を
「
六
百
三
十
七
万
二
千
五
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ

中
「
三
百
十
万
九
千
九
百
円
」
を
「
三
百

（２）

六
十
三
万
八
千
五
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ

中
「
三
百
八
十
八
万
七
千
三
百
円
」
を
「
四
百
五
十
四
万
八
千
百
円
」
に
改
め

（３）

、
同
号
イ

中
「
百
八
十
七
万
二
千
四
百
円
」
を
「
二
百
十
九
万
七
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ

中
「
二
十
一
万
七
千
六
百
円

（４）

（５）



」
を
「
二
十
三
万
六
千
九
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ

中
「
十
七
万
三
千
六
百
円
」
を
「
十
八
万
九
千
二
百
円
」
に
改
め
、
同

（６）

号
イ

中
「
百
十
八
万
千
二
百
円
」
を
「
百
二
十
八
万
七
千
五
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ

中
「
八
十
八
万
四
千
二
百
円
」
を

（７）

（８）

「
九
十
六
万
三
千
七
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ

中
「
七
十
万
九
千
五
百
円
」
を
「
七
十
七
万
三
千
三
百
円
」
に
改
め
、
同
号

（９）

イ

中
「
十
四
万
三
千
五
百
円
」
を
「
十
五
万
六
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「

ま
で
」
を
「

ま
で
」
に
改
め
、
同

（10）

（５）

（７）

号
ロ

中
「
三
万
千
九
百
円
」
を
「
三
万
三
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ

中
「
体
外
診
断
用
医
薬
品
」
の
下
に
「
（
特
定

（１）

（２）

の
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
と
と
も
に
使
用
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
申
請
書
に
当
該
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
を
添
付
す
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
九
十
九
万
八
千
三
百
円
」
を
「
百
四
万
八
千
二
百
円
」
に
改
め
、
同
号

ロ

中
「
十
四
万
三
千
五
百
円
」
を
「
十
五
万
六
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ

を
同
号
ロ

と
し
、
同
号
ロ

中
「
二
十
万
六

（５）

（５）

（７）

（４）

千
二
百
円
」
を
「
二
十
一
万
六
千
五
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ

を
同
号
ロ

と
し
、
同
号
ロ

中
「
体
外
診
断
用
医
薬
品
」

（４）

（６）

（３）

の
下
に
「
（
特
定
の
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
と
と
も
に
使
用
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
法
第
二
十
三

条
の
二
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
申
請
書
に
当
該
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る

資
料
を
添
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
五
十
万
三
千
六
百
円
」
を
「
五
十
二
万
八
千
七
百
円



」
に
改
め
、
同
号
ロ

を
同
号
ロ

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（３）

（４）

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
ハ

又
は

に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
（
特
定
の
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品

（５）

（３）

（６）

と
と
も
に
使
用
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の

申
請
書
に
当
該
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
を
添
付
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

百
万
七
千
二
百
円

第
三
十
三
条
第
一
項
第
二
号
ロ

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（２）

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
ハ

又
は

に
掲
げ
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
（
特
定
の
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品

（３）

（２）

（５）

と
と
も
に
使
用
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の

申
請
書
に
当
該
医
薬
品
又
は
再
生
医
療
等
製
品
の
臨
床
試
験
の
試
験
成
績
に
関
す
る
資
料
を
添
付
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

百
九
十
九
万
六
千
六
百
円

第
三
十
三
条
第
二
項
第
一
号
イ
中
「
八
十
五
万
四
千
三
百
円
」
を
「
九
十
九
万
九
千
五
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
六
十

八
万
三
千
五
百
円
」
を
「
七
十
九
万
九
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
七
万
五
百
円
」
を
「
七
万
六
千
八
百
円
」
に
改
め

、
同
項
第
二
号
イ
中
「
八
十
五
万
四
千
三
百
円
」
を
「
九
十
九
万
九
千
五
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
六
十
八
万
三
千
五
百



円
」
を
「
七
十
九
万
九
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
三
万
八
千
二
百
円
」
を
「
四
万
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
条
第
四

項
第
一
号
イ
中
「
二
百
十
二
万
千
四
百
円
」
を
「
二
百
四
十
八
万
二
千
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
二
百
三
十
四
万
七
千
九
百

円
」
を
「
二
百
七
十
四
万
七
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ
中
「
六
十
五
万
三
千
四
百
円
」
を
「
七
十
六
万
四
千
四
百
円
」

に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
九
十
四
万
四
千
七
百
円
」
を
「
百
十
万
五
千
二
百
円
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
す
る
者
」
の
下
に

「
（
第
二
種
医
療
機
器
製
造
販
売
業
許
可
を
受
け
た
者
（
次
項
に
お
い
て
「
第
二
種
医
療
機
器
製
造
販
売
業
者
」
と
い
う
。
）

を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
十
五
項
を
同
条
第
十
七
項
と
し
、
同
条
第
十
四
項
を
同
条
第
十
六
項
と
し
、
同
条
第
十
三
項

第
一
号
中
「
六
十
四
万
二
千
四
百
円
」
を
「
七
十
五
万
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ

中
「
二
百
十
二
万
千
四
百
円

（１）

」
を
「
二
百
四
十
八
万
二
千
円
」
に
改
め
、
同
号
イ

中
「
二
百
三
十
四
万
七
千
九
百
円
」
を
「
二
百
七
十
四
万
七
千
円
」
に

（２）

改
め
、
同
号
ロ

中
「
六
十
二
万
八
千
二
百
円
」
を
「
七
十
三
万
四
千
九
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ

中
「
九
十
七
万
六
千
百

（１）

（２）

円
」
を
「
百
十
四
万
二
千
円
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
五
項
と
し
、
同
条
第
十
二
項
第
一
号
イ
中
「
五
十
万
二
千
六
百
円

」
を
「
五
十
八
万
八
千
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
三
万
五
千
六
百
円
」
を
「
四
万
千
七
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「

五
十
万
二
千
六
百
円
」
を
「
五
十
八
万
八
千
円
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
四
項
と
し
、
同
条
第
十
一
項
を
同
条
第
十
三
項

と
し
、
同
条
第
十
項
を
同
条
第
十
二
項
と
し
、
同
条
第
九
項
を
同
条
第
十
一
項
と
し
、
同
条
第
八
項
中
「
前
三
項
」
を
「
第
五



項
か
ら
前
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
前
二
項
」
を
「
第
五
項
か
ら
前
項
ま
で
」
に
改

め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
前
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
項
の
次

に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

８

機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
六
項
又
は
第
八
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十
一
項
（
法

第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
が
前
項
各
号
に
掲
げ
る
条

件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
第
六
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数

料
の
額
は
、
第
六
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
定
め
る
額
に
、
三
万
三
千
二
百
円
に
そ
の
該
当
す
る
条
件
の
数
を
乗

じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

第
三
十
三
条
第
五
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６

機
構
が
法
第
二
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
六
項
又
は
第
八
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十
一
項
（
法



第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
第
二
種
医
療
機
器
製
造
販
売
業
者
に
限
る
。

）
が
、
法
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
調

査
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
一
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
の
調
査

次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

イ

五
万
四
百
円
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
あ
っ
て
は
、
零
円
）
に
、

か
ら

ま
で

（１）

（３）

に
掲
げ
る
医
療
機
器
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

か
ら

ま
で
に
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額

（１）

（３）

生
物
由
来
製
品

三
十
九
万
八
千
五
百
円

（１）

既
承
認
医
療
機
器
と
構
造
、
使
用
方
法
、
効
果
又
は
性
能
が
明
ら
か
に
異
な
る
医
療
機
器
（

に
掲
げ
る
も
の
を

（２）

（１）

除
く
。
）

三
十
八
万
六
千
六
百
円

医
療
機
器
（

及
び

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

二
十
六
万
二
千
百
円

（３）

（１）

（２）

ロ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
製
造
所
又
は
製
造
所
以
外
の
施
設
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

か
ら

ま
で
に
定
め
る

（１）

（５）

（１）

（５）



額
に
、
当
該
調
査
に
係
る
製
造
所
又
は
製
造
所
以
外
の
施
設
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額

当
該
医
療
機
器
の
製
造
工
程
の
う
ち
設
計
を
す
る
製
造
所
（
登
録
対
象
製
造
所
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）

（１）
六
万
二
百
円

当
該
医
療
機
器
の
製
造
工
程
の
う
ち
組
立
て
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
す
る
製
造
所
（
登
録
対

（２）
象
製
造
所
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）

七
万
二
千
八
百
円

当
該
医
療
機
器
の
製
造
工
程
の
う
ち
滅
菌
を
す
る
製
造
所
（
登
録
対
象
製
造
所
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）

（３）
六
万
三
千
八
百
円

登
録
対
象
製
造
所
（

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

六
万
三
千
二
百
円

（４）

（１）

（３）

製
造
所
（

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
医
療
機
器
の
試
験
検
査
を
製
造
所
以
外
の
施
設
に
お

（５）

（１）

（４）

い
て
行
っ
た
場
合
（
他
に
委
託
し
て
行
っ
た
場
合
を
含
む
。
）
の
当
該
施
設

六
万
千
二
百
円

二

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
一
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
の
調
査

次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

イ

五
万
四
百
円
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
あ
っ



て
は
、
零
円
）
に
、

又
は

に
掲
げ
る
医
療
機
器
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

又
は

に
定
め
る
額
を
加
算
し
た

（１）

（２）

（１）

（２）

額

前
号
イ

に
掲
げ
る
医
療
機
器

十
四
万
五
千
六
百
円

（１）

（１）

前
号
イ

に
掲
げ
る
医
療
機
器

八
万
九
千
四
百
円

（２）

（３）

ロ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
製
造
所
又
は
製
造
所
以
外
の
施
設
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

か
ら

ま
で
に
定
め
る

（１）

（４）

（１）

（４）

額
に
、
当
該
調
査
に
係
る
製
造
所
又
は
製
造
所
以
外
の
施
設
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額

前
号
ロ

に
掲
げ
る
製
造
所

四
万
五
千
円

（１）

（１）

前
号
ロ

に
掲
げ
る
製
造
所

六
万
千
三
百
円

（２）

（２）

前
号
ロ

に
掲
げ
る
製
造
所
又
は
同
号
ロ

に
掲
げ
る
製
造
所
若
し
く
は
製
造
所
以
外
の
施
設

五
万
三
千
百
円

（３）

（３）

（５）

前
号
ロ

に
掲
げ
る
製
造
所

五
万
三
千
円

（４）

（４）

三

法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
六
項
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政

令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
す
る
ご
と
の
調
査

次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

イ

五
万
四
百
円
（
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
あ
っ
て
は
、
零
円
）
に
、

又
は

に
掲

（１）

（２）



げ
る
医
療
機
器
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

又
は

に
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額

（１）

（２）

第
一
号
イ

に
掲
げ
る
医
療
機
器

十
七
万
六
千
九
百
円

（１）

（１）

第
一
号
イ

に
掲
げ
る
医
療
機
器

十
万
四
千
四
百
円

（２）

（３）

ロ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
製
造
所
又
は
製
造
所
以
外
の
施
設
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

か
ら

ま
で
に
定
め
る

（１）

（５）

（１）

（５）

額
に
、
当
該
調
査
に
係
る
製
造
所
又
は
製
造
所
以
外
の
施
設
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額

第
一
号
ロ

に
掲
げ
る
製
造
所

四
万
八
千
百
円

（１）

（１）

第
一
号
ロ

に
掲
げ
る
製
造
所

六
万
八
千
百
円

（２）

（２）

第
一
号
ロ

に
掲
げ
る
製
造
所

五
万
六
千
円

（３）

（３）

第
一
号
ロ

に
掲
げ
る
製
造
所

五
万
五
千
七
百
円

（４）

（４）

第
一
号
ロ

に
掲
げ
る
製
造
所
又
は
製
造
所
以
外
の
施
設

五
万
三
千
二
百
円

（５）

（５）

第
三
十
四
条
第
一
項
第
一
号
イ
中
「
十
五
万
二
千
三
百
円
」
を
「
十
五
万
九
千
九
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
十
一
万
四

千
七
百
円
」
を
「
十
二
万
四
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ
中
「
十
万
二
百
円
」
を
「
十
万
五
千
二
百
円
」
に
改
め
、
同
号

ロ
中
「
五
万
六
千
九
百
円
」
を
「
五
万
九
千
七
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
イ
中
「
十
万
二
百
円
」
を
「
十
万
五
千
二
百
円



」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
五
万
六
千
九
百
円
」
を
「
五
万
九
千
七
百
円
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
一
号
イ
中
「
十
三
万
七
千

百
円
」
を
「
十
四
万
三
千
九
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
五
万
九
千
七
百
円
」
を
「
六
万
二
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第

二
号
イ
中
「
六
万
六
千
四
百
円
」
を
「
六
万
九
千
七
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
四
万
九
百
円
」
を
「
四
万
二
千
九
百
円
」

に
改
め
、
同
項
第
三
号
イ
中
「
六
万
六
千
四
百
円
」
を
「
六
万
九
千
七
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
四
万
九
百
円
」
を
「
四

万
二
千
九
百
円
」
に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
第
一
項
第
一
号
イ
中
「
千
八
十
八
万
千
七
百
円
」
を
「
千
二
百
七
十
八
万
六
千
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
五

百
四
十
四
万
六
千
六
百
円
」
を
「
六
百
三
十
九
万
九
千
七
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
三
万
五
千
六
百
円
」
を
「
三
万
七
千

三
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ
中
「
五
百
四
十
四
万
六
千
六
百
円
」
を
「
六
百
三
十
九
万
九
千
七
百
円
」
に
改
め
、
同
号

ロ
中
「
百
十
八
万
千
三
百
円
」
を
「
百
三
十
八
万
八
千
円
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
八
十
五
万
四
千
三
百
円
」
を

「
百
万
三
千
八
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ
中
「
八
十
五
万
四
千
三
百
円
」
を
「
百
万
三
千
八
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ

中
「
三
万
八
千
二
百
円
」
を
「
四
万
四
千
八
百
円
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
第
一
号
イ
中
「
二
百
十
二
万
千
四
百
円
」
を
「
二

百
四
十
九
万
二
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
二
百
三
十
四
万
七
千
九
百
円
」
を
「
二
百
七
十
五
万
八
千
七
百
円
」
に
改

め
、
同
項
第
二
号
イ
中
「
六
十
五
万
三
千
四
百
円
」
を
「
七
十
六
万
七
千
七
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
九
十
四
万
四
千
七



百
円
」
を
「
百
十
一
万
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
イ
中
「
六
十
二
万
八
千
五
百
円
」
を
「
七
十
三
万
八
千
四
百
円
」
に
改

め
、
同
号
ロ
中
「
九
十
七
万
六
千
百
円
」
を
「
百
十
四
万
六
千
九
百
円
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
第
一
号
イ
中
「
七
十
六
万
九

百
円
」
を
「
八
十
七
万
五
千
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
九
十
六
万
二
百
円
」
を
「
百
十
万
四
千
二
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第

二
号
イ
中
「
六
万
五
千
六
百
円
」
を
「
七
万
五
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
八
万
七
千
二
百
円
」
を
「
十
万
二
百
円
」

に
改
め
、
同
項
第
三
号
イ

中
「
四
十
四
万
八
千
五
百
円
」
を
「
八
十
七
万
五
千
円
」
に
、
「
三
万
千
四
百
円
」
を
「
三
万
六

（１）

千
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ

中
「
五
十
七
万
百
円
」
を
「
百
十
万
四
千
二
百
円
」
に
、
「
三
万
千
四
百
円
」
を
「
三
万
六
千

（２）

百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ

中
「
二
十
六
万
五
千
九
百
円
」
を
「
三
十
万
五
千
七
百
円
」
に
、
「
六
千
九
百
円
」
を
「
七
千
九

（１）

百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ

中
「
三
十
四
万
七
千
八
百
円
」
を
「
三
十
九
万
九
千
九
百
円
」
に
、
「
六
千
九
百
円
」
を
「
七
千

（２）

九
百
円
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
第
一
号
イ
中
「
六
万
五
千
六
百
円
」
を
「
七
万
五
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
八
万

七
千
二
百
円
」
を
「
十
万
二
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ
中
「
二
十
六
万
五
千
九
百
円
」
を
「
三
十
万
五
千
七
百
円
」
に

、
「
六
千
九
百
円
」
を
「
七
千
九
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
三
十
四
万
七
千
八
百
円
」
を
「
三
十
九
万
九
千
九
百
円
」
に

、
「
六
千
九
百
円
」
を
「
七
千
九
百
円
」
に
改
め
、
同
条
第
九
項
中
「
五
十
万
四
千
四
百
円
」
を
「
五
十
九
万
二
千
六
百
円
」

に
改
め
、
同
条
第
十
項
第
一
号
中
「
六
十
四
万
二
千
四
百
円
」
を
「
七
十
五
万
四
千
八
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ

中
（１）



「
二
百
十
二
万
千
四
百
円
」
を
「
二
百
四
十
九
万
二
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ

中
「
二
百
三
十
四
万
七
千
九
百
円
」
を

（２）

「
二
百
七
十
五
万
八
千
七
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ

中
「
六
十
二
万
八
千
五
百
円
」
を
「
七
十
三
万
八
千
四
百
円
」
に
改
め

（１）

、
同
号
ロ

中
「
九
十
七
万
六
千
百
円
」
を
「
百
十
四
万
六
千
九
百
円
」
に
改
め
る
。

（２）
附

則

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


